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�����　実際に給食として提供した給食について、１週間分（小学　
　　　　　　校は５日分・保育所は６日分）の給食をまとめて１検体と　
　　　　　　して、検査機関に検査を委託する
�����　小学校は８校で年間３回（計24回）
　　　　　　保育所は13保育所で年間４回（計52回）
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＊ベクレルとは、放射性物質が放射線を出す能力の強さを表す単位です。

　検査結果については、学校・保育所（園）だより等で関係の保護者にお知
らせするとともに、市のホームページや広報紙に掲載していきます。
　また、今後の検査日程はホームページ上でご覧いただけます。
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　市では、市民の皆さんからの公募写真でつづっ
た市制施行70周年記念写真集「芦屋の四季・70選」
を、好評発売中です。
　市民の皆さんが切り撮った美しい現在の芦屋
風景を、市制施行70周年の記念として、未来の
自分への、また遠方のご家族や親しいかたへの
プレゼントとして、ぜひご活用ください。
����　市役所北館１階行政情報コーナー・
　　　　　ラポルテ市民サービスコーナー　
����　1,000円
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　市では、昨秋「芦屋シティグラフ」（Ａ４判・52ページ
全カラー刷り）を発行しました。
　写真とイラストを多用し、芦屋の自然や史跡・名所、
市内の施設やまちの楽しみ方を紹介。後半には、行政
の動きや統計などの情報も掲載しています。
　眺めるだけでも楽しい１冊。ぜひ、一度手に取って
ご覧ください。
　「芦屋シティグラフ」は、下記で発売しています。
����　市役所北館１階行政情報コーナー・
　　　　　ラポルテ市民サービスコーナー
����　300円
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　「火事です」または「救急です」とはっきりと言いましょう。
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　住所は正しく、目印になるビルや公園などの目標物を伝え
ましょう。
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　「私の名前は○○です」「電話番号は△△―■■■■です」と伝えましょう。
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　平成23年11月１日から位置情報通知システム統合型を運用をしています。これは、
119番通報時に音声通話と併せて通報者の発信位置に関する情報が自動的に通知さ
れ、地図上に表示されるシステムです。
�������	�

ＮＴＴ固定電話／ＩＰ電話（「050」で始まる電話番号「以外」の電話）／携帯電話（第３
世代以降携帯電話※対応機種等は、各携帯電話事業者にお問い合わせ下さい）
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■携帯電話からの位置情報通知システムは、住所を特定
　するものではありません。携帯電話以外に通報の手段
　（ＮＴＴ固定電話・ＩＰ電話）があるときは、そちらを優
　先してください。
■通知された発信位置情報だけでは通報場所を正確に特
　定できない場合があります。通報するときは、今まで
　と同じように必ず口頭で、通報している場所や目標物、
　住所等をお伝えください。　　

①年少扶養親族（扶養親族のうち、年齢16歳未満）に対
する扶養控除が廃止されます。
②特定扶養親族（扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳
未満）のうち16歳以上19歳未満の扶養親族において、
扶養控除の上乗せ部分12万円が廃止されます。
③特別障害者と同居していた場合の控除額23万円は、
障害者控除に加算されることとなります（控除額の
変更はありません）。
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※１）平成24年度より一般扶養控除となります

�������������������

０円33万円① 年少扶養親族
（0歳～15歳まで）

����
33万円45万円② 特定扶養親族 （※1）

（16歳～18歳まで）

45万円45万円 特定扶養親族
（19歳～22歳まで）

　０円23万円③ 同居特別障害者加算

23万円　０円③ 同居特別障害者加算�����
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自ら居住する市内の住宅に、国の補助　
を受けて住宅用太陽光システムを設置　
する市民で、平成22年度以降に国へ補　
助金の申請をし、国の補助金交付決定　
通知書を受領済みの人（本市の補助金　
を受けたかたは除きます）
�����
太陽電池モジュール
の公称最大出力
１ｋｗあたり２万円
（上限６万円）
�����
おおむね80件
　　　　（先着順）

�����
６月１日（金）から、所定の申請用紙に　
①～③を添えて、環境課へ
①国の「補助金交付決定通知書」の原本　 
   （確認後返却します）
②�������	
	����������
�→国に提出した「補助金交付申請書（兼
　　完了報告書）」の写し
　�������	
�������������
　→国に提出した「補助金交付申請書（兼
　　完了報告書）」および「領収書内訳書
　　兼重要事項確認書」の写し
③住民票（申請書の住民基本台帳等閲覧
　承認欄に署名・押印がある場合は不要）
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今
年
は
、
八
月
に
モ
ン

テ
ベ
ロ
市
内
の
家
庭
（
一

週
間
ご
と
三
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庭
）で
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ー
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長

表
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・
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世
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本
年
度
の
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親
善
使

節
に
選
ば
れ
た
か
た
は
、

次
の
お
二
人
で
す
。
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　私は以前から、外国にとても興味を持って
いました。今回芦屋市の代表としてモンテベ
ロ市を訪問することになり、嬉しいと同時に、
少し緊張しています。
　芦屋市とモンテベロ市をつなぐ架け橋とし
て、このプログラムのために力を尽くしたい
と思います。
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　この度、学生親善使節としてモンテベロ市
を訪問させていただくことになり、大変嬉し
く思っております。
　モンテベロに行った
ら、たくさんの人達と交
流を持ち、僕の住む芦屋
の魅力を皆さんに伝え
たいと思います。
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�モンテベロ市からの学生親善使節・２人は7月31日（火）から約３週間、市内に滞在
します。そこで、ホームステイ（約１週間）をさせていただける市内の家庭を募集して
います。引き受けてくださるご家庭には、１泊・2,000円の補助金をお支払いします。
　下記のとおり説明会を開催しますので、受け入れに関心のあるかたは、お気軽にご
参加下さい。
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�����　６月３日（日）午前10時～正午
�����　潮芦屋交流センター 204室　
�����　上記へ<要予約>
※受付時間　午前９時～午後５時30分（水曜休館日）
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　国の男女共同参画推進本部では、「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日が
平成11年６月23日であることから、毎年６月23日から29日までの１週間を「男女
共同参画週間」と定め、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について理解
を深めることを目指しています。本市では、この週間の取り組みとして映画「木洩れ
日の家で」の上映会を開催します。この映画を通し、年老いてもみずみずしい感性を
失わない一人の女性の生きる姿、人生最後の日々について共に考える機会となるこ
とを願っています。皆さんの参加をお待ちしています。
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����　５月16日～６月24日〈月曜日休館〉午前10時～午後５時（入館は４時30分
　　　　　まで・最終日は午後３時まで）　
����　夏に向け涼味あふれる、ガラスコップ・花器・鉢などの作品30点程度　
　　　　を展示します
����　300円 　
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�����　５月24日（木）午前10時30分～正午　
�����　講義室　
������黒井千次作「冷たい仕事」（ちくま文庫「名短編、ここにあり」より）　
�����　作家・柳谷郁子氏　
�����　16人　
�� � �　2,300円
�����　電話・ファクス・メールで上記へ
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����　午前10時～午後５時
　　　　　（入館は４時30分まで）
� � �　５月21日・28日（月）
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���　６月23日（土）午後２時開演（１時30分開場）　����ルナ・ホール　�
���先着600人<要整理券>　���　２歳以上の就学前児・20人（１人300円）　
������往復はがきに、住所・参加希望者全員の氏名（１枚２人まで）・電話番
号、託児希望者は、子どもの名前・年齢月齢を記入し、６月８日（金）までに、下記へ

����������10月３日～11月16日の間、市民セン
ター（301・302・展示場・多目的ホール）
を文化活動等の成果発表の場として
提供し、会場使用料の半額等を市が負
担援助します

������　市民が主体となって
いる団体

�� � � �　申請書を６月11日
（月）までに下記へ提
出（募集要項は、下記
で配布） ※火曜日休館
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������　７月21日（土）潮芦屋ビーチ・潮芦屋緑地・総合公園
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　��������実行委員会でともに作りあげるスタッフ
　��������ステージ運営・警備・設営等のスタッフ
　��������開催当日および翌日の環境美化（清掃等）　　
　　　　　　　　のスタッフ
�������	�

　募集要項は、下記ホームページからダウンロードしてください。
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����７月29日（日）　���　芦屋キャナルパーク
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����６月14日（木）　���　芦屋カンツリー倶楽部
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���　５月23日（水）午前９時30分～11時45分　
���　保健福祉センター（会議室２・多目的ホール）
����人権学習への期待～グローバルな視点から
近隣の絆づくりまで～����　中川喜代子氏
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